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１【提出理由】

平成29年６月23日開催の当行第205期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月23日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 株式併合の件

①　併合の割合

　当行普通株式について、５株を１株の割合で併合

②　株式併合の効力発生日

　平成29年10月１日

③　株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

　5,967万株

第２号議案 定款一部変更の件

　株式併合の割合に合わせて発行可能株式総数を減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更

する。また、本事項の定款変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成29年10月１日をもって生じる旨の

附則を設け、効力の発生をもって、これを定款から削除する。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く）として、長谷川吉茂、三浦新一郎、石川芳宏、永井悟、長沼清

弘、勝木伸哉、土門義浩、小屋寛、三澤好孝、佐藤英司、井上弓子の各氏を選任する。

第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

　監査等委員である取締役として、丹野晴彦氏を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
株式併合の件

121,461 127 0 (注)１ 可決 97.16

第２号議案
定款一部変更の件

121,462 126 0 (注)１ 可決 97.16

第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く）11名選任の件

   

(注)２

  

　長谷川　吉茂
　三浦　新一郎
　石川　芳宏
　永井　　悟
　長沼　清弘
　勝木　伸哉
　土門　義浩
　小屋　　寛
　三澤　好孝
　佐藤　英司
　井上　弓子

103,304
105,557
105,570
105,592
105,552
108,371
105,592
108,371
116,445
116,432
108,821

18,281
16,020
16,017
15,995
16,035
13,216
15,995
13,216
5,142
5,155
12,766

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

82.64
84.44
84.45
84.47
84.44
86.69
84.47
86.69
93.15
93.14
87.05

第４号議案
監査等委員である取
締役１名選任の件

115,609 5,993 0 (注)２ 可決 92.48

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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